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（１）重要施設の警戒
　首相官邸や原子力関連施設等の重要施設に対
する不法事案の発生は、我が国の治安や国民生
活に著しい影響を及ぼしかねないことから、警
察では、近年の厳しい国際テロ情勢等を踏まえ、
これらの重要施設、鉄道等の公共交通機関や駐
日外国公館等について、機動隊を配置するなど
し、警戒警備を強化している。
　特に、原子力関連施設については、銃器を使
用したテロ事案、爆発物使用事案、ＮＢＣテロ注

事案等への対処を行うため、自動小銃、サブマ
シンガン、ライフル銃、耐爆・耐弾仕様の車両、
爆発物処理用具、防護服、小型無人機対処資機
材等を装備した原発特別警備部隊が、24 時間体
制で警戒警備に当たっている。令和４年（2022
年）12 月には、警察、海上保安庁、防衛省・自
衛隊、原子力規制庁、原子力事業者等で構成さ
れる原子力発電所等警備連絡会議を設置して、
関係機関の連携を一層強化している。

（２）雑踏警備
　祭礼・花火大会等の恒例行事や、ハロウィー
ン等のイベントが開催される場合は、多数の人
が集まることにより雑踏事故が発生するおそれ
がある。
　このため、警察では、行事やイベントの主催
者や施設の管理者に対して、必要な安全対策を
とるようあらかじめ指導しているほか、主催者が
存在しない場合は、行事やイベントにおいて多
数の人が集まる場所を管轄する自治体に対して
必要な働き掛けを行うなどしている。また、主
催者や自治体と連携し、公共交通機関等に対し、
事前広報の実施や誘導員の配置等について必要
な協力を働き掛けるとともに、警察部隊の投入

注… Ｎ（Nuclear：核）Ｂ（Biological：生物）Ｃ（Chemical：化学）物質を使用したテロの略称

１　警戒警備の強化

警備実施
第 6 章

▲在大阪中華人民共和国総領事館前における警戒

▲原子力関連施設の警戒

▲成田山新勝寺節分会雑踏警備（２月、千葉）
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が必要と判断される場合には、所要の体制を確立した上で、雑踏警備を行っている。
　さらに、車両突入型テロ等事案の防止対策として、主催者や自治体と連携し、必要に応じて歩行者保
護のための車両阻止資機材や警察車両を設置するなどの対策を講じている。

（３）小型無人機対策
　警察では、小型無人機等飛行禁止法等を適切に運用するなど、
小型無人機を悪用したテロ等の未然防止に努めている。具体的
には、重要施設等の周辺において警戒を実施し、不審者の発見
に努めるとともに、重要施設等周辺の公園等の管理者に対して、
関係機関と連携しながら、小型無人機の飛行が禁止されている
旨を周知する看板の設置等について働き掛けるほか、小型無人
機に関する規制を周知するリーフレットを訪日外国人に配布す
るよう関係機関に申し入れるなどの取組を推進している。
　また、飛行している小型無人機を早期に発見するため、小型
無人機の位置を特定する検知器等も活用しつつ上空に対する警
戒を行っているほか、違法に飛行している小型無人機を発見し
た場合には、ジャミングガン等の対処資機材を用いるなどして、
小型無人機による危害を防止することとしてい
る。さらに、近年における小型無人機の性能向
上等を踏まえ、警察では、高性能な対処資機
材の更なる整備等を推進するとともに、各種訓
練の実施等により、小型無人機を悪用したテロ
等への対処能力を向上させることとしている。
○「違法なドローン飛行対策に関する検

討会」の開催

　近年、ドローンは、映像伝送距離や飛行速
度等の性能が向上するとともに、社会的に広
く普及しており、テロリストやローン・オフェ
ンダー等によるドローンを悪用した重大事案
の発生が現実的な脅威となっていることを踏
まえ、警察庁では、令和７年 10 月から同年
12 月にかけて、学識経験者等による「違法な
ドローン飛行対策に関する検討会」を開催し、
同検討会において「技術の進展に伴う危険な
ドローン飛行への対策に関する報告書」が取り
まとめられた。
　

▲広報用ポスター（警視庁）

▲技術の進展に伴う危険なドローン飛行への
対策に関する報告書（概要）
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（４）爆発物対応専門部隊等
　爆発物対応専門部隊又は爆発物対策部隊は、
各都道府県警察の機動隊等に設置されている。
　全国で約 800 人の体制で、Ｘ線透視装置、爆
発物収納筒、防護服、防爆盾、遠隔操作式爆発
物処理用具等が配備されており、爆発物使用事
案が発生した場合に、迅速かつ的確に爆発物の
現場処理に当たり、爆発による被害の発生を防
止するとともに、証拠を保全することを任務とし
ている。

（５）ＮＢＣテロ対応専門部隊等
　ＮＢＣテロ対応専門部隊は、北海道、宮城、
警視庁、千葉、神奈川、愛知、大阪、広島及び
福岡の９都道府県警察の機動隊等に設置されて
おり、全国で約 200 人の体制で、ＮＢＣテロ対
策車、化学防護服、生物・化学剤検知器、放射
線測定器等の高度な装備資機材が配備されてい
る。
　その他の府県警察の機動隊等には、全国で約
400 人の体制で、ＮＢＣテロ対策部隊が設置さ
れている。これらの部隊は、ＮＢＣテロ事案が発
生した場合に迅速に出動して、初動措置に当た
ることを任務としている。
　

▲爆発物対応専門部隊の訓練

▲ＮＢＣテロ対応専門部隊の訓練
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（６）特殊部隊（ＳＡＴ）・銃器対策部隊
　特殊部隊（ＳＡＴ注）は、北海道、警視庁、
千葉、神奈川、愛知、大阪、福岡及び沖縄
の８都道府県警察に設置されている。全国
で約 300 人の体制で、自動小銃、サブマシ
ンガン、ライフル銃、特殊閃

せん
光弾、ヘリコ

プター等が配備されており、ハイジャック、
重要施設占拠等の重大テロ事件その他銃器
等使用の重大突発事案に出動し、被害者や
関係者の安全を確保しつつ、被疑者を制圧・
検挙することを任務としている。
　銃器対策部隊は、各都道府県警察の機動
隊等に設置されている。全国で約 2,100 人
の体制で、サブマシンガン、ライフル銃、
防弾衣、防弾帽、防弾盾等が配備されており、
銃器等使用事案への対処を主たる任務とし、
重大突発事案が発生した場合に、ＳＡＴが
到着するまでの第一次的な対処に当たると
ともに、ＳＡＴの到着後は、その支援に当
たることとなる。

（７）スカイ・マーシャルの運用
　航空機のハイジャックを未然に防止し、また、ハイジャックが発生した際に航空機内での犯人の制圧・
検挙を可能とするため、警察では、国土交通省や航空会社等と緊密に連携して、警察官が航空機に警乗
するスカイ・マーシャルを運用している。

（８）国境離島警備体制の強化
　警察では、国境離島への不法上陸事案等
への対処能力の強化のため、令和２年４月、
沖縄県警察に、自動小銃、ヘリコプター等
の装備資機材を備えた専門の対処部隊であ
る国境離島警備隊を設置した。国境離島を
めぐる安全保障環境が厳しくなる中、各種
訓練の実施、装備資機材の整備、関係機関
との緊密な連携の確保等を通じ、対処能力
の一層の強化に努めている。

注…Special Assault Team の略

▲ＳＡＴの訓練

▲銃器対策部隊の訓練

▲国境離島警備隊
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注…武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律

（９）自衛隊との共同訓練の推進
　警察では、平素から防衛省・自衛隊と緊密な
情報交換を行っているほか、防衛庁（当時）・自
衛隊との間で、平成 12 年（2000 年）以降、「治
安出動の際における治安の維持に関する協定」
等を締結し、これに基づき、武装工作員等によ
る不法行為が発生したという想定の下、自衛隊
との共同訓練を実施しており、令和７年中は、
実動訓練を 32 回、図上訓練を８回実施した。
　また、平成 24 年６月に、一般の警察力だけで
は対応することができないと認められる事案が
発生した場合を想定し、四国電力伊方原子力発
電所の敷地を利用した自衛隊との共同実動訓練
を実施して以降、各原子力発電所においても同
様の訓練を実施している。

（10）武力攻撃事態等への対処
　警察は、武力攻撃事態及び武力攻撃予測事態並びに緊急対処事態において、国民保護法注に基づき、「国家
公安委員会・警察庁国民保護計画」に定める国民の保護のための措置を実施することとされており、その措
置を迅速かつ的確に実施できるよう、国民保護法に基づいて行われる、国及び地方公共団体等が実施する国
民保護訓練に積極的に参加し、住民の避難、被災情報等の収集・提供、被災者の捜索・救出等の訓練を実施
している。
　警察では、こうした訓練のほか、都道府県及び市区町村の国民保護計画や市区町村における複数の避難実
施要領のパターンの見直し作業への参画を通じて関係機関との連携強化に努めている。

▲自衛隊との共同実動訓練（３月、北海道）

▲国民保護共同実動訓練（２月、徳島） ▲国民保護共同図上訓練（１月、群馬）
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（１）警衛
　警察では、警衛の実施に当たっては、皇室と国民との間の親和を妨げることのないよう配意しつつ、
天皇陛下や上皇陛下、皇族方の御身辺の安全を確保するとともに、歓送迎者の雑踏等による事故の防止
を図ることとしている。
　令和７年中、天皇陛下は、第 75 回全国植樹祭御臨場（５月：埼玉県）のため、行幸になったほか、
天皇皇后両陛下は、第 40 回国民文化祭及び第 25 回全国障害者芸術・文化祭御臨場（９月：長崎県）、
第 79 回国民スポーツ大会御臨場（９月：滋賀県）、第 44 回全国豊かな海づくり大会御臨席（11 月：
三重県）等のため、行幸啓になった。
　秋篠宮皇嗣同妃両殿下は、第 36 回全国「みどりの愛護」のつどい式典御臨席（６月：千葉県）、
令和７年度全国高等学校総合体育大会御臨席（７月：広島県）、第 49 回全国高等学校総合文化祭御
臨席（７月：香川県）、第 48 回全国育樹祭御臨席（10 月：宮城県）、第 24 回全国障害者スポーツ
大会御臨席（10 月：滋賀県）等のため、お成りになった。
　また、７月、天皇皇后両陛下は、モンゴルを御訪問になった。

（２）警護
①　要人警護の強化に係る警察の取組

　令和４年７月、奈良県奈良市内において、警護対象者である安倍元総理が街頭演説中に銃撃を受け、
殺害されるという重大事件が発生した。
　警察庁では、警護を実施していたにもかかわらず警護対象者の生命を守ることができなかったことを
極めて重く受け止め、本件警護の検証と警護の在り方についての見直しを行った。同年８月、警察庁は、
報告書を取りまとめるとともに、国家公安委員会において、新たな警護要則（国家公安委員会規則）を
制定し、警護における警察庁の関与を抜本的に強化することとした。
　そのような中、令和５年４月、和歌山県和歌山市内において、演説を予定していた岸田総理（当時）
に向けて、警護が実施されている中で爆発物が投てきされ、その後、当該爆発物が爆発する事件が発生
し、総理のみならず聴衆を危険にさらすという重大な事態となった。
　警察庁では、本件事実関係を確認するとともに、警護に関する課題及びその解決策を検討した。同年
６月、警察庁は、報告書を取りまとめ、警護対象者及び聴衆の更なる安全確保に向けた取組を推進する
こととした。

２　警衛・警護

▲第 75回全国植樹祭御臨場に伴う警衛（５月、埼玉） ▲第 40回国民文化祭及び第 25回全国障害者芸術・
文化祭御臨場に伴う警衛（９月、長崎）
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　警察では、これら事件の教訓を踏まえ、以下の取組等を推進している。
・　警察庁において、警護計画の基準を定め、都道府県警察が作成する警護計画案を事前に審査注すると

ともに、警察庁及び都道府県警察が収集した情報（警護対象者への危害予告等）の分析・整理を行い、
警護上の危険度を評価している。

・　警察庁において、警護の指揮を行う幹部や警護員の習熟度に応じた体系的な教養訓練計画を作成し、
警察庁及び都道府県警察において、同計画に基づく実践的かつ高度な教養訓練を行っている。

・　警護の高度化に資する装備資機材に関する情報の収集を行うとともに、その開発及び導入に努め、防
弾資機材、小型無人機等の整備を進めている。

・　警察において、警護対象者が参加する行事の主催者・管理者に対して、実効的な安全確保措置（手荷
物検査・金属探知検査等）や避難経路の設定等を行うよう働き掛けるなど、警察と主催者等との緊密な
連携の下で警護を実施している。

　警察では、今後とも警護の在り方について不断の見直しに努め、警護に万全を期すこととしている。
②　第 27回参議院議員通常選挙に伴う警護

　令和７年７月、第 27 回参議院議員通常選挙が
行われた。同選挙は、警護の抜本的強化のため
の取組等を進める中で行われた二度目の大規模
国政選挙であり、選挙期間中、石破総理（当時）
をはじめとする多数の警護対象者が全国で遊説
活動を行った。警察では、同選挙に向けて、街
頭演説の実施が見込まれる場所について、主催
者と事前に調整した上で、警察庁と都道府県警
察が合同で実地踏査を行い、あらかじめ警護計
画案を作成する「予備審査」を全国的に推進し、
適切な演説場所を確保する取組を進めてきた。
　また、警察では、選挙期間中は、主催者と連
携した手荷物検査や金属探知検査の確実な実施のほか、高所対策の強
化等の各種対策を講じ、警護対象者と聴衆の安全を確保した。
③　令和７年中の主な警護

　警察では、大阪・関西万博（４月～ 10 月）や第９回アフリカ開発
会議（８月、ＴＩＣＡＤ９）の開催に伴う数多くの外国要人の来日、
トランプ・米国大統領の来日（10 月）等を受けて、所要の警護を実
施した。また、石破総理（当時）のＧ７カナナスキス・サミット出席
に伴うカナダ訪問（６月）、高市総理のＡＳＥＡＮ関連首脳会議出席に
伴うマレーシア訪問（10 月）及びＡＰＥＣ首脳会議出席に伴う韓国訪
問（10 月～ 11 月）等において、関係国の警察当局と緊密に連携して
警護を実施した。

注…新たな警護要則の制定から令和７年 12 月末までに警察庁が審査した警護計画案は約１万 2,300 件となった。

▲主催者による手荷物検査の実施（７月、兵庫）

▲外国要人来日に伴う警護（10月、東京）


